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災害・公務災害事案の分析、メンタル
ヘルスと職場環境改善、医療機関に
おける産業保健に関する研究に参加。
医師、博士（医学）、労働衛生コンサル
タント（保健衛生）。人事院「心の健康
づくり指導委員会職場環境改善ワー
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ルヘルス対策関係会議」委員等。

は
じ
め
に

　
地
方
公
務
員
は
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
支

え
る
地
域
社
会
の
基
盤
で
あ
り
、エ
ッ
セ

ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
で
す
。都
道
府
県
や

市
町
村
な
ど
の
地
方
公
共
団
体（
以
下「
自

治
体
」と
い
う
）に
勤
務
す
る
職
員
は
、全

国
で
約
２
８
０
万
人
に
上
り
、内
訳
は
一

般
行
政
職
56
万
人（
福
祉
職
を
除
く
）、教

育
部
門
１
０
７
万
人
、福
祉
関
係
38
万
人
、

警
察
29
万
人
、消
防
16
万
人
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
職
員
の
公
務
業
務
は
、

治
安
・
消
防
・
上
下
水
道
・
交
通
・
教
育
・
文

化
事
業
な
ど
、地
域
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分

野
に
及
び
ま
す
。

　

一
方
で
、住
民
対
応
や
議
会
対
応
、自

然
災
害
な
ど
突
発
的
な
出
来
事
へ
の
対
応

に
よ
り
、長
時
間
労
働
や
過
重
労
働（
過

重
公
務
）が
慢
性
化
し
や
す
く
、住
民
な

ど
か
ら
の
繰
り
返
さ
れ
る
ク
レ
ー
ム
対
応

な
ど
に
よ
る
心
理
的
負
担
も
大
き
い
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、小
中
学
校

の
教
職
員
、警
察
官
、消
防
職
員
、公
立
病

院
勤
務
の
医
療
従
事
者
な
ど
は
、そ
れ
ぞ

れ
の
公
務
特
性
に
起
因
す
る
特
徴
的
な
心

身
負
担
を
抱
え
て
い
ま
す（
１
）。

　

近
年
、行
政
需
要
の
多
様
化
、災
害
対

応
の
頻
発
、住
民
対
応
の
複
雑
化
が
、慢

性
的
な
過
重
労
働
を
生
じ
さ
せ
る
構
造
的

要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
総
務
省
は
、時

間
外
労
働
の
上
限
規
制
お
よ
び
健
康
確
保

措
置
の「
実
効
的
運
用
」を
求
め
る
通
知

を
令
和
６
年
12
月
に
発
出
し（
２
）、地
方

公
務
員
の
働
き
方
改
革
の
推
進
を
強
調
し

ま
し
た
。地
方
公
務
員
の
心
の
健
康
問
題

も
喫
緊
の
課
題
で
す（
３
）。
と
り
わ
け
学

校
職
場
で
は
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
環
境

改
善
の
取
り
組
み
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、多
く
の
努
力
に
も
か

か
わ
ら
ず
、行
政
需
要
の
拡
大
と
複
雑
化

に
よ
り
、現
場
で
は
依
然
と
し
て
休
職
者

が
増
加
し
、特
定
の
職
員
に
業
務
が
集
中

す
る
傾
向
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
本
稿
で
は
、ま
ず
地
方
公
務
員
に
お
け

る
長
時
間
・
過
重
労
働
の
現
状
と
、過
労

死
等
の
実
態
お
よ
び
構
造
的
課
題
を
整
理

し
ま
す
。
次
に
、時
間
外
労
働
の
上
限
規

制
と
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
導
入

ポ
イ
ン
ト
を
概
観
し
、さ
ら
に
公
務
職
場

に
お
け
る
職
場
環
境
改
善
と
働
き
方
の
再

設
計
の
方
向
性
を
論
じ
ま
す
。
最
後
に
、

過
重
労
働
対
策
を
視
野
に
入
れ
た
持
続
可

能
な
公
務
職
場
の
実
現
に
向
け
た
実
践
的

提
言
を
提
示
し
ま
す
。

地
方
公
務
員
に
お
け
る 

長
時
間・過
重
労
働
の
現
状

　
総
務
省
が
令
和
６
年
12
月
に
公
表
し
た

調
査
に
よ
る
と
、地
方
公
務
員
の
平
均
時

間
外
勤
務
は
年
間
１
４
１・１
時
間（
月
平

均
11
・
８
時
間
）で
、月
45
時
間
を
超
え
る

職
員
は
４・
８
％
、１
０
０
時
間
超
は
０
・

３
％
で
し
た（
表
１
）（
２
）。

　
最
近
の
統
計
か
ら
は
、職
員
一
人
当
た

り
の
時
間
外
勤
務
時
間
は
都
道
府
県
、指

定
都
市
、市
区
町
村
い
ず
れ
の
団
体
区
分

に
お
い
て
も
前
年
度
か
ら
減
少
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、実
際
に
は
業
務
量
の
偏
在

が
大
き
く
、特
定
の
職
種
や
部
署
に
負
担

が
集
中
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
保
健
・
医

療・福
祉
分
野
、教
育
現
場
、災
害
対
応
部

門
、さ
ら
に
は
議
会
・
住
民
対
応
を
担
う

行
政
職
な
ど
で
は
、突
発
的
業
務
や
休
日

出
勤
が
連
続
す
る
例
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。教
育
職
員
は
部
活
動
や
保
護
者
対

応
、会
議
や
事
務
処
理
が
勤
務
時
間
外
に

及
び
、消
防
職
員
は
災
害
派
遣
と
人
材
不

足
で
休
息
が
取
れ
な
い
日
が
続
く
こ
と
も

あ
り
ま
す
。詳
細
は
総
務
省
の
公
表
デ
ー

タ
を
参
照
く
だ
さ
い（
２
）。

　
一
方
、総
務
省
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不

調
に
よ
る
長
期
休
務
者
は
、全
国
で
４
万

８
９
５
２
人（
対
前
年
４
１
８
８
人
増
）、

割
合
は
１・５
％（
対
前
年
０・１
％
増
）で
、

提
言
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10
年
前
の
約
１・９
倍
、15
年
前
の
約
２・

０
倍
と
増
加
傾
向
が
続
い
て
い
ま
す（
３
）。

ま
た
、公
立
学
校
教
員
の
精
神
疾
患
に
よ

る
病
気
休
職
者
数
も
、令
和
５
年
度
は
７

１
１
９
人
と
過
去
最
多
と
な
り
ま
し
た

（
４
）。こ
れ
ら
の
休
職
原
因
の
一
つ
に
、十

分
に
休
息
を
確
保
で
き
な
い
教
職
員
の
働

き
方
、解
消
し
に
く
い
過
重
労
働
の
問
題

が
あ
り
ま
す
。

過
労
死
等
の
実
態
と 

構
造
的
課
題

　
長
時
間
労
働
に
加
え
、災
害
対
応
や
住

民
応
対
な
ど
の
高
い
心
理
的
負
荷
が
重
な

る
こ
と
で
、過
労
死
や
過
労
自
殺
の
発
生

が
依
然
と
し
て
続
い
て
い
ま
す
。総
務
省

が
実
施
し
た
過
労
死
等
に
関
す
る
調
査
研

究
に
よ
る
と（
５
）、公
務
災
害
と
し
て
認

定
さ
れ
た
事
案
の
う
ち
、脳
・
心
臓
疾
患

で
は
男
性
が
８
割
以
上
を
占
め
、職
種
別

で
は
小
中
学
校
の
教
職
員
や
一
般
職
員
に

多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。過
重
性
が
認
め

ら
れ
た
職
務
従
事
状
況（
複
数
事
案
）を
見

る
と
、「
日
常
の
職
務
に
比
較
し
て
特
に

過
重
な
職
務
に
従
事（
長
時
間
労
働
）」が

約
９
割
を
占
め
て
い
ま
す
。

　
精
神
疾
患
お
よ
び
自
殺
事
案
で
は
、男

性
が
約
６
割
を
占
め
、男
性
で
は
う
つ
病

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
含
む「
気
分［
感
情
］障
害

（
Ｆ
３
）」が
多
く
、女
性
で
は
適
応
障
害

や
急
性
ス
ト
レ
ス
障
害
を
含
む「
神
経
症

性
障
害
、ス
ト
レ
ス
関
連
障
害
及
び
身
体

表
現
性
障
害（
Ｆ
４
）」が
多
く
見
ら
れ
ま

し
た
。
精
神
疾
患
・
自
殺
に
至
っ
た
主
な

業
務
上
の
要
因
と
し
て
は
、「
仕
事
の
量

（
勤
務
時
間
の
長
さ
）」が
最
も
多
く
、加

え
て「
住
民
等
と
の
公
務
上
で
の
関
係
」

や「
対
人
関
係
等
の
職
場
環
境
」な
ど
も
、

教
職
員・医
療
従
事
者・一
般
職
員
な
ど
職

種
の
特
性
に
応
じ
た
主
要
因
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
分
析
結
果
か
ら
、過
重
労
働

対
策
と
し
て
は
災
害
時
や
繁
忙
部
門
、異

動
時
や
仕
事
の
急
激
な
変
化
時
に
お
け
る

勤
務
時
間
管
理
と
休
息
時
間
の
確
保
が
重

要
で
あ
り
、精
神
疾
患
・
自
殺
対
策
で
は

年
代
別・職
種
別
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対

策
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
過
重
労
働
の
背
景
に
は
、単
に
労
働
時

間
が
長
い
と
い
う
要
素
だ
け
で
な
く
、心

理
的
負
荷
や
責
任
の
重
さ
、業
務
量
調
整

の
欠
如
な
ど
、複
数
の
要
因
が
複
合
的
に

関
与
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、単
一

の
制
度
導
入
で
は
限
界
が
あ
り
、組
織
文

化・人
事
制
度・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
三
層
で

の
包
括
的
な
対
策
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
近
年
で
は
、労
働
時
間
管
理
や
勤
務
環

境
に
関
す
る
訴
訟
も
増
加
傾
向
に
あ
り
ま

す（
６
）。表
2
に
、近
年
の
重
要
な
判
例
を

示
し
ま
し
た
。特
に
２
０
２
５
年
に
最
高

裁
判
所
が
判
断
を
示
し
た
静
岡
県
警
の
事

案
は
、公
務
員
上
司
の
労
働
時
間
の
把
握

義
務・軽
減
義
務
、労
働
時
間
の
評
価（
持

ち
帰
り
業
務
や
移
動
時
間
を
含
む
可
能

性
）、お
よ
び
予
見
可
能
性
の
水
準
に
つ

い
て
、現
行
実
務
に
お
け
る
最
も
重
要
な

基
準（
ア
ン
カ
ー
）と
な
っ
て
い
ま
す
。今

後
は
、職
場
に
お
け
る
在
校
等
時
間
に
加

え
、持
ち
帰
り
業
務
を
含
め
た
労
働
時
間

を
的
確
に
記
録
す
る
運
用
が
不
可
欠
で

す
。具
体
的
に
は
、ロ
グ
や
端
末
記
録
、移

動
行
程
な
ど
を
証
拠
化
し
、負
荷
軽
減
措

置
の
実
施
過
程
を
追
跡
可
能
と
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、教
育
現
場
に

関
し
て
は
、２
０
１
７
年
の
東
京
高
裁
判

表1	 地方公務員の主な時間外勤務の指標の実態
	 (令和5年度）(参考文献2による）

指標 全国平均 備考

年間時間外勤務時間 141.1時間 いずれの団体区分においても前年
度から減少

月45時間超 4.8％ 改善傾向だが偏在あり

月100時間超 0.3％ 災害時、医療職、教育職で高い

勤務時間客観的
把握実施率 75.1％ 自己申告のみ24.9％

表2　公務員の長時間労働・過重労働関連 主要裁判（平成27年以降・高裁以上、筆者作成）

判決年月日 裁判所名 事件名／職種 主な論点（過重労働・健康管理義務） 判断の要旨（抜粋） 実務・政策的含意

2025年
3/7

最高裁
第三小法廷

静岡県警・警部補過
労自死

上司の負荷把握・軽減義務／「持ち帰
り・移動」等も含み得る労働時間評価

過重業務下での自死につき、予見可能
性と具体的軽減措置義務を強調。職
場外の業務関連活動の評価も是認。

上司の健康管理義務水準を実務的に引
き上げる判断。在校＋持ち帰りの記録
化とトレーサビリティが鍵。

2017年
2/23 東京高裁

地公災基金東京都
支部長（市立A小 新
任教員自殺）

教育現場の長時間・高ストレスと上
司の支援義務

新任教員のうつ病発症・自死につき、
業務の過重性と支援不足を踏まえ公
務起因性を肯定し、公務外認定を取消。

初任者研修・保護者対応・自宅作業等を
含む総負荷評価と支援体制整備の根拠。
労判1158号で詳細。

2020年
9/25 福岡高裁

熊本・公立小教員 脳
幹出血（公務外認定
取消）

自宅の持ち帰り作業を含む総労働時
間評価／質的過重性

在校＋自宅作業（例：発症前2か月目
81時間16分等）を総合認定し、公務災
害と判断（原判決を取消）。上告せず
確定。

「持ち帰り勤務」を実質的業務負荷と評
価した先例。勤務時間把握・在宅作業
ルール設計の法的裏付けに。

2017年
7/6 名古屋高裁

地公災基金岐阜県
支部長（岐阜市職員
自殺）

自治体職員の長時間・心理的負荷と
公務起因性

自治体職員の自死につき、公務災害と
認定（基金の不支給処分を取消）。

教育以外の行政部門でも過重負荷の総
合認定を示す高裁判決。自治体横断の
健康管理体制見直し根拠に。 
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決
お
よ
び
２
０
２
０
年
の
福
岡
高
裁
判
決

が
示
唆
に
富
み
ま
す
。こ
れ
ら
の
事
例
で

は
、部
活
動
、持
ち
帰
り
業
務
、保
護
者
対

応
な
ど
を
含
め
た
総
合
的
な
業
務
負
荷
の

把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、さ
ら
に
上
司

に
よ
る
支
援
不
足
が
安
全
配
慮
義
務
違
反

と
判
断
さ
れ
る
構
造
が
明
確
に
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
判
断
は
、自
治
体
に

お
け
る
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
設

計
、部
活
動
の
ガ
バ
ナ
ン
ス（
運
営
体
制

の
整
備
）、持
ち
帰
り
業
務
ル
ー
ル
の
策

定
に
お
い
て
、重
要
な
根
拠
と
し
て
活
用

で
き
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

制
度
的・組
織
的
対
応：上
限
規
制 

と
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
規
制

　
総
務
省
の
最
新
の
通
知
で
は
、時
間
外

勤
務
の
上
限
規
制
の
実
効
的
運
用
、勤
務

時
間
の
客
観
的
把
握
、勤
務
間
イ
ン
タ
ー

バ
ル
制
度
の
導
入
、そ
し
て
医
師
に
よ
る

面
接
指
導
制
度
の
確
立
が
柱
と
し
て
示
さ

れ
て
い
ま
す（
２
）。こ
れ
ら
は
、単
な
る
規

制
遵
守
で
は
な
く「
疲
労
回
復
の
機
会
を

制
度
的
に
保
障
す
る
仕
組
み
」と
し
て
機

能
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。働
き

方
改
革
を「
休
み
方
改
革
」と
位
置
づ
け
、

い
か
に
疲
労
を
回
復
さ
せ
る
効
果
的
な
休

み
方
を
支
援
す
る
仕
組
み
で
す
。

（
１
）適
切
な
労
働
時
間
の
把
握

　
長
時
間
労
働
の
是
正
に
は
、制
度
の
整

備
と
そ
の
確
実
な
運
用
が
不
可
欠
で
す
。

な
か
で
も
、勤
務
時
間
の「
客
観
的
把
握
」

は
対
策
の
第
一
歩
で
す
。印
鑑
に
よ
る
出

退
勤
管
理
の
時
代
は
終
わ
り
ま
し
た
。Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
や
Ｐ
Ｃ
ロ
グ
、勤
怠
シ
ス
テ
ム

に
よ
る
自
動
記
録
を
原
則
と
し
、自
己
申

告
制
は
あ
く
ま
で
例
外
的
な
運
用
に
と
ど

め
る
べ
き
で
す
。デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
勤

務
実
態
の
把
握
は
、過
重
労
働
の
早
期
発

見
と
的
確
な
対
応
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
ま
た
、公
立
病
院
の
医
師
や
教
職
員
に

お
け
る「
自
己
研
鑽さ

ん

」の
取
り
扱
い
に
も

注
意
が
必
要
で
す
。あ
ら
か
じ
め
命
じ
た

時
間
外
勤
務
や
、職
員
に
よ
る
自
己
申
告

時
間
と
実
際
の
勤
務
時
間
と
の
間
に
乖
離

が
あ
る
場
合
に
は
、実
態
に
即
し
て
補
正

を
行
い
、そ
の
う
え
で
時
間
外
勤
務
手
当

の
支
給
や
健
康
確
保
措
置
の
実
施
な
ど
、

労
務
管
理
上
の
必
要
な
措
置
を
適
切
に
講

じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
医
師
・
教

職
員
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、厚
生
労
働
省

の
働
き
方
改
革
関
連
ペ
ー
ジ
で
具
体
的
な

対
応
例
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
２
）例
外
的
に
上
限
時
間
を
高
く
設
定
す

る
場
合（
他
律
的
部
署
の
指
定
）

　

災
害
対
応
な
ど
で「
他
律
的
部
署
」に

指
定
さ
れ
る
部
門
に
つ
い
て
は
、例
外
的

運
用
の
透
明
性
と
限
定
性
の
確
保
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、例
外
上
限
時
間
を

定
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、長
時
間

勤
務
に
備
え
て
ほ
ぼ
す
べ
て
の
部
署
を
他

律
的
部
署
に
分
類
し
て
い
る
な
ど
、不
適

正
な
運
用
が
一
部
の
団
体
で
見
ら
れ
ま
す

（
２
）。

　
自
治
体
職
員
に
も
、原
則
と
し
て
労
働

基
準
法
に
よ
る
労
働
時
間
規
制
が
適
用
さ

れ
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、労
働
基
準
法
が

定
め
る
例
外
は
以
下
の
３
つ
で
す
。

①
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

事
由
に
よ
り
臨
時
の
必
要
が
あ
る
場
合

（
第
33
条
第
１
項
）

②
公
務
の
た
め
に
臨
時
の
必
要
が
あ
る
場

合（
第
33
条
第
３
項
）

③
36
協
定
に
よ
る
場
合（
第
36
条
）

　
こ
れ
ら
の
特
例
運
用
に
は
、か
ね
て
よ

り
多
く
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す

（
７
）。
特
に「
他
律
的
業
務
」は
何
を
も
っ

て
定
義
す
る
か
が
当
局
の
裁
量
に
委
ね
ら

れ
て
お
り
、結
果
と
し
て
長
時
間
労
働
が

常
態
化
す
る
温
床
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り

ま
す
。例
外
を
例
外
と
し
て
適
正
に
運
用

し
、透
明
性
の
あ
る
労
働
時
間
管
理
体
制

を
確
立
す
る
こ
と
が
急
務
で
す
。

（
３
）上
限
超
過
を
認
め
る「
特
例
業
務
」

の
問
題

　
大
規
模
災
害
対
応
や
重
要
政
策
に
関
す

る
法
案
立
案
な
ど
、特
に
重
要
な
業
務
に

つ
い
て
は
、「
特
例
業
務
」と
し
て
上
限
規

制
を
超
え
た
時
間
外・休
日
労
働
を
命
じ

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す（
労
働
基

準
法
第
33
条
第
3
項
）。本
来
、同
条
第
１

項
に
定
め
ら
れ
た「
災
害
そ
の
他
避
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
る
臨
時
の
必

要
」が
あ
れ
ば
、追
加
的
な
時
間
外
労
働

の
特
例
は
原
則
不
要
で
す
。

　
し
か
し
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
―19
）の
流
行
期
に
お
い

て
、一
部
の
自
治
体
で
は
公
務
職
場
で
の

対
応
を「
特
例
業
務
」と
み
な
し
、長
期
に

わ
た
っ
て
労
働
基
準
法
第
33
条
第
１
項・

第
3
項
を
適
用
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
―19
の
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
は
、確
か
に「
臨
時
の
必
要
が
あ
る
場

合
」に
該
当
し
ま
し
た
が
、結
果
的
に
は

３
年
以
上
に
及
ぶ
長
期
的
な
対
応
と
な

り
、制
度
上
の
例
外
が
事
実
上
の
恒
常
運

用
と
な
っ
た
点
は
再
考
を
要
し
ま
す
。

　
流
行
の
峠
を
越
え
た
こ
ろ
、静
か
に
職

場
を
去
っ
て
い
っ
た
同
僚
を
思
い
出
す
人

も
多
い
で
し
ょ
う
。
あ
の
出
来
事
は
、制

度
上
の「
例
外
」が
人
の
命
と
健
康
に
ど

う
影
響
す
る
の
か
を
、私
た
ち
に
問
い
か

け
て
い
ま
す
。

（
４
）災
害
時
の
職
員
の
健
康
管
理

　

近
年
、自
然
災
害
の
頻
発
に
よ
り
、災

害
発
生
時
に
自
治
体
職
場
で
は
長
時
間
労

働
が
蔓
延
す
る
構
造
的
な
課
題
が
顕
在
化

し
て
い
ま
す
。
発
災
後
、自
治
体
職
員
は

自
ら
被
災
し
な
が
ら
も
、強
い
使
命
感
の

も
と
で
行
政
機
能
の
維
持
に
従
事
し
、過
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酷
な
職
務
環
境
に
晒
さ
れ
疲
弊
す
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
ま
す（
８
）。

　
能
登
半
島
地
震
で
は
、自
治
体
職
員
の

過
重
労
働
対
策
と
健
康
管
理
を
支
援
す

る「
行
政
職
員
健
康
管
理
版
Ｊ
―Ｓ
Ｐ
Ｅ

Ｅ
Ｄ
」が
導
入
さ
れ
、大
き
な
成
果
を
上

げ
ま
し
た
。
こ
の
取
り
組
み
は
、産
業
医

科
大
学
災
害
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー
を
中
心

に
、災
害
時
の
自
治
体
支
援
活
動
の
一
環

と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
、今
後
の
モ

デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す（
９
）。

　
ま
た
、近
年
相
次
ぐ
自
治
体
首
長
の
不

祥
事
も
、突
発
的
な
健
康
危
機
管
理
の
場

面
と
見
て
い
ま
す
。首
長
の
不
祥
事
に
対

応
す
る
職
員
の
過
重
労
働
が
心
配
で
す
。

災
害
対
応
や
緊
急
事
態
時
に
は
、「
他
律

的
部
門
」の
指
定
だ
け
で
な
く
、職
務
実

態
と
心
理
的
負
担
の
程
度
を
踏
ま
え
、む

し
ろ
回
復
を
優
先
す
る
た
め
に
労
働
時
間

を
制
限
す
る
判
断
が
求
め
ら
れ
る
場
面
も

あ
り
ま
す
。上
限
規
制
の
例
外
が
常
態
化

す
れ
ば
、制
度
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
健

康
確
保
と
生
命
保
護
が
損
な
わ
れ
る
こ
と

を
、改
め
て
認
識
す
べ
き
で
す
。

（
５
）勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル

　
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
は
、近
年

最
も
注
目
さ
れ
る
疲
労
回
復
策
の
一
つ
で

す
。勤
務
終
了
か
ら
翌
日
の
始
業
ま
で
に

９
〜
11
時
間
の
休
息
を
確
保
す
る
仕
組
み

で
あ
り
、国
家
公
務
員
で
は
２
０
２
４
年

度
か
ら
努
力
義
務
化
さ
れ
、自
治
体
へ
の

導
入
も
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す（
人
事
院
規

則
15
―14
改
正
、令
和
６
年
４
月
１
日
施

行
）（
２
）。

　
こ
の
制
度
が
重
視
さ
れ
る
理
由
は
、疲

労
回
復
に
不
可
欠
な
睡
眠
と
休
養
を
確
保

し
、労
働
時
間
の「
オ
ン
」と「
オ
フ
」の

明
確
な
切
り
替
え
を
保
障
す
る
た
め
で
す
。

久
保
は
、次
の
４
点
を
指
摘
し
て
い
ま
す

（
10
）。

①
情
報
通
信
技
術
の
発
達
に
よ
る
生
産
性

向
上
が
、生
活
時
間
の
ゆ
と
り
で
は
な

く
新
た
な
労
働
時
間
を
生
む
可
能
性
が

あ
る
こ
と
。

②
そ
の
結
果
、労
働
者
の
働
き
方
は「
い

つ
で
も・ど
こ
で
も
仕
事
に
つ
な
が
る
」

状
態
と
な
り
、オ
ン
と
オ
フ
の
境
界
が

曖
昧
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
。

③
疲
労
対
策
と
し
て
は
、物
理
的
に
仕
事

か
ら
離
れ
る
だ
け
で
な
く
、心
理
的
に

も
業
務
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
な

組
織
的
配
慮
と
個
人
の
対
処
が
必
要
で

あ
る
こ
と
。

④
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
と
勤
務
時

間
外
の
メ
ー
ル
送
信
な
ど
を
制
限
す
る

「
つ
な
が
ら
な
い
権
利
」は
、疲
労
防
止

の
観
点
か
ら
極
め
て
重
要
な
仕
組
み
で

あ
る
こ
と
。

　
図
１
に
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
と
時
間

外
労
働
の
関
係
を
示
し
ま
し
た
。本
制
度

が
守
る
べ
き
ラ
イ
ン
は
、従
来「
過
労
死

ラ
イ
ン
」と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
基
準

と
重
な
り
ま
す
。
し
か
し
、勤
務
間
イ
ン

タ
ー
バ
ル
制
度
は
そ
の「
裏
表
」の
関
係

に
あ
り
な
が
ら
も
、疲
労
回
復
を
主
眼
と

し
た
休
息
確
保
を
目
的
と
し
て
お
り
、過

労
死・過
労
自
殺
の
予
防
に
と
ど
ま
ら
ず
、

働
く
人
々
の
健
康
保
持
と
ワ
ー
ク・ラ
イ

フ・バ
ラ
ン
ス
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら

も
極
め
て
重
要
な
意
義
を
持
ち
ま
す
。

　
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
導
入
事

例
で
は
、睡
眠
時
間
の
延
長
、疲
労
感
の

軽
減
、職
員
の
集
中
力
向
上
な
ど
、具
体

的
な
成
果
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。特
に
、

災
害
対
応
や
夜
間
勤
務
の
多
い
自
治
体
に

お
い
て
は
、そ
の
効
果
が
よ
り
顕
著
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
表
3
は
、新
潟
県
に
お
け
る
勤
務
間
イ

ン
タ
ー
バ
ル
制
度
導
入
の
事
例
を
示
し
た

も
の
で
す
。
こ
の
取
り
組
み
で
は
、次
の

よ
う
な
工
夫
が
見
ら
れ
ま
す
。

①
時
間
外
勤
務
命
令
の
目
安
時
間
を
設
定

し
、上
限
を
超
過
し
た
場
合
に
は
速
や

か
に
主
管
課
へ
報
告
す
る
こ
と
で
、業

務
配
分
の
見
直
し
や
業
務
効
率
化
を

図
っ
て
い
る
。

②
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
確
保
に
よ
る

職
員
の
健
康
維
持
を
目
的
と
し
、業
務

都
合
な
ど
で
イ
ン
タ
ー
バ
ル
が
確
保
で

き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、そ
の
事
実
を

主
管
課
へ
報
告
し
、業
務
改
善
の
端
緒

と
し
て
職
員
の
勤
務
記
録
を
活
用
し
て

い
る
。

③
Ｐ
Ｃ
の
ロ
グ
オ
ン
記
録
を
活
用
し
、

ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
表
示
に
よ
っ
て
勤
務
間

イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
確
保
を
職
員
に
意
識

づ
け
る
仕
組
み
を
導
入
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
工
夫
は
、単
な
る
制
度
導
入
に

と
ど
ま
ら
ず
、デ
ー
タ
に
基
づ
く
勤
務
実
態

の
可
視
化
と
、職
員
自
身
の
健
康
意
識
の

図1　勤務間インターバルと時間外労働の関係（参考文献10による）
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向
上
を
両
立
さ
せ
た
好
例
と
言
え
ま
す
。

（
６
）産
業
保
健
専
門
職
に
よ
る
支
援
と
専

門
家
の
底
上
げ

　
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
は
、長
時
間
労

働
者
の
健
康
確
保
措
置
と
し
て
重
要
で

す
。
し
か
し
、面
接
実
施
率
は
全
国
平
均

で
約
７
割
に
と
ど
ま
り
、特
に
町
村
部
で

は
制
度
そ
の
も
の
が
未
整
備
の
自
治
体
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
本
人
の
辞
退
」や

「
多
忙
」を
理
由
に
面
接
が
行
わ
れ
な
い

ケ
ー
ス
も
あ
り
、上
司
や
人
事
部
門
が
積

極
的
に
勧
奨
し
、産
業
医・保
健
師・心
理

職
な
ど
の
専
門
職
と
連
携
し
て
支
援
へ
つ

な
げ
る
仕
組
み
の
構
築
が
必
要
で
す
。

　
こ
の
領
域
で
は
、自
治
体
の
実
情
や
組

織
文
化
を
理
解
し
た
産
業
医・産
業
看
護

職
の
役
割
が
い
っ
そ
う
重
要
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、地
方
公
務
員

安
全
衛
生
推
進
協
会
に

よ
り
、職
員
の
健
康
管
理

を
担
う
保
健
師・看
護
師

な
ど
が
集
う「
職
域
担
当

看
護
職
研
究
会
」が
継
続

的
に
開
催
さ
れ
、産
業
保

健
専
門
職
同
士
が
学
び

合
う
場
が
築
か
れ
て
き

ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、令
和
７
年
度

か
ら
は
同
協
会
に
お
い

て「
自
治
体
産
業
医
連
携

推
進
事
業
」が
開
始
さ
れ
、自
治
体
の
産

業
保
健
に
お
詳
し
い
出
雲
谷
恭
子
先
生

（
大
阪
市
）、林
洋
子
先
生（
東
京
都
）、樋

口
純
子
先
生（
神
戸
市
）、山
本
健
也
先
生

（
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
）を
中
心

に
、自
治
体
産
業
医
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

全
国
的
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
ま
す
。

　
自
治
体
に
は
、災
害
対
応
を
は
じ
め
と

し
た
公
務
特
有
の
安
全
衛
生
課
題
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、民
間
事
業
所
と
共
通
す
る

課
題
で
あ
っ
て
も
、職
務
の
目
的
や
労
務

管
理
の
仕
組
み
が
異
な
る
た
め
、自
治
体

産
業
医
に
は
公
務
職
場
の
特
性
を
踏
ま
え

た
対
応
力
と
調
整
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、産
業
保

健
専
門
職
の
知
見
と
実
践
力
の
底
上
げ
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

（
７
）現
場
に
根
ざ
し
た
職
場
環
境
改
善
と

支
援
体
制
の
充
実

　
長
時
間
労
働
対
策
を
実
効
性
あ
る
も
の

に
す
る
に
は
、制
度
や
規
制
の
整
備
だ
け

で
な
く
、現
場
主
導
の
改
善
が
欠
か
せ
ま

せ
ん
。前
述
し
た
よ
う
な
制
度
等
に
よ
る

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
施
策
に
加
え
、職
員

自
身
が
自
ら
の
働
き
方
を
見
つ
め
直
し
、

現
場
の
知
恵
を
生
か
し
て
職
場
環
境
を
変

え
て
い
く
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
取
り
組
み

が
重
要
で
す
。

　
現
場
発
の
取
り
組
み
の
中
で
も
、近
年

多
く
の
自
治
体
で
成
果
を
上
げ
て
い
る
の

が「
職
場
単
位
の
対
話
」と
参
加
型
職
場

環
境
改
善
手
法
で
す
。ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
制
度
で
は
、個
人
対
応
に
と
ど
ま
ら
ず
、

部
署
単
位
で
集
団
分
析
を
行
い
、業
務
負

荷
や
人
間
関
係
の
リ
ス
ク
を「
見
え
る
化
」

す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の

結
果
を
も
と
に
、上
司
と
職
員
が
一
体
と

な
っ
て
改
善
策
を
話
し
合
う「
職
場
会
議
」

や「
職
場
対
話
」を
実
施
す
る
こ
と
で
、職

員
の
納
得
感
を
高
め
な
が
ら
環
境
改
善
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、自
治
体

で
広
が
り
つ
つ
あ
る「
職
場
ド
ッ
ク
」の

導
入
で
す（
11
）。
こ
れ
は
、産
業
保
健
ス

タ
ッ
フ・管
理
職・職
員
が
協
働
し
、職
場

環
境
の
良
い
点
と
改
善
点
を
整
理・話
し

合
い
す
る
仕
組
み
で
あ
り
、単
に
残
業
時

間
を
減
ら
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。業
務
プ
ロ
セ
ス
や
会
議

体
制
、文
書
フ
ロ
ー
、職
場
レ
イ
ア
ウ
ト
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
総
合
的
に

ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
、働
き
や
す
さ
と
効
率

性
の
両
立
を
め
ざ
す
も
の
で
す
。

　
高
知
県
や
北
海
道
な
ど
、職
場
ド
ッ
ク

を
導
入
し
た
自
治
体
で
勤
務
満
足
度
や

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
向
上
が
確
認
さ
れ
て
お

り
、ま
た「
会
議
・
報
告
・
資
料
作
成
の
棚

卸
し
」を
通
じ
て
、不
要
業
務
の
削
減
や

Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
に
よ
る
業
務
効
率
化
を
実
現
し

た
好
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。さ
ら

に
、職
場
内
で
の
意
見
交
換
を
通
じ
、若

手
職
員
を
中
心
に
Ａ
Ｉ
や
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー

ル
の
導
入
提
案
が
進
み
、負
担
軽
減
に
つ

な
が
っ
た
事
例
も
増
え
て
い
ま
す
。勤
怠

管
理
や
文
書
処
理
の
自
動
化
、申
請
書
類

の
電
子
化
、チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
に
よ
る
住

民
対
応
支
援
な
ど
、定
型
業
務
の
デ
ジ
タ

ル
化
は
、現
場
の「
時
間
的
余
裕
」を
生
み

出
し
、本
来
業
務
に
専
念
で
き
る
環
境
づ

く
り
に
寄
与
し
ま
す
。

　
こ
う
し
た
改
善
は
単
な
る「
業
務
量
の

削
減
」で
は
な
く
、業
務
設
計
そ
の
も
の

の
再
構
築
を
意
味
し
ま
す
。行
政
サ
ー
ビ

ス
の
質
を
保
ち
な
が
ら
、限
ら
れ
た
人
員

で
最
大
の
成
果
を
出
す
た
め
に
は
、職
場

が
主
体
的
に
業
務
を
見
直
す
文
化
を
育
て

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

表3	 勤務間インターバル導入の例（新潟県）
	 （参考文献2による）

時間外勤務の削減と勤務間のインターバル制度確保の
方針
◦22時以降の時間外勤務の原則禁止
◦時間外勤務の事前命令は20時まで（1日3時間以内）
勤務間のインターバル制度
◦目安時間：10時間
◦手続き：①21時50分時点でログオンしている職員の

PCにポップアップによる注意喚起、②職員はシステ
ムに時間外勤務を変更入力し、翌勤務時間を係長等へ
連絡、③翌日以降、係長等からシステムの勤務時間の
割振変更

変更パターン
時間外勤務
終了時刻 次の勤務時間 休憩時間

22:31〜23:00 09:00〜12:00、
13:00〜17:45

12:00〜130023:01〜23:30 09:30〜12:00、
13:00〜18:15

23:31以降 10:00〜12:00、
13:00〜18:45
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一
部
の
自
治
体
で
は
、こ
れ
ら
の
参
加

型
ア
プ
ロ
ー
チ
を
労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム（
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ｓ
）に
組
み

込
み
、労
働
災
害
発
生
率
の
低
減
に
成
功

し
て
い
ま
す（
12
）。共
通
す
る
特
徴
は
、「
方

針
の
共
有
」→「
組
織
体
制
づ
く
り
」→

「
安
全
衛
生
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」→「
計
画
の

策
定
・
実
施
」→「
評
価
と
改
善
」と
い
う

サ
イ
ク
ル
を
、職
員
自
身
が
主
体
的
に
回

し
て
い
る
点
で
す
。こ
れ
は
健
康
経
営
の

考
え
方
と
も
通
じ
、ト
ッ
プ
と
現
場
が
一

体
と
な
っ
て
改
善
を
継
続
す
る
自
治
体
ほ

ど
、長
期
的
で
安
定
し
た
成
果
を
上
げ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、こ
う
し
た
現
場
の
取
り
組
み
を

支
え
る
基
盤
と
し
て
、産
業
保
健
ス
タ
ッ

フ
の
充
実
が
不
可
欠
で
す
。小
規
模
自
治

体
で
は
産
業
医
や
保
健
師
の
配
置
が
難
し

い
こ
と
も
多
く
、地
域
医
師
会
や
産
業
保

健
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
に
よ
り

支
援
体
制
を
補
完
す
る
動
き
が
広
が
っ
て

い
ま
す
。
産
業
医
・
保
健
師
・
心
理
職
・
衛

生
管
理
者
が
一
体
と
な
り
、健
康
管
理
か

ら
職
場
改
善
ま
で
を
統
合
的
に
進
め
る
体

制
の
構
築
が
理
想
で
す
。

ま
と
め：今
後
の
方
向
性
、 

公
務
職
場
の
持
続
可
能
性
と 

社
会
的
責
任

　
表
4
に
地
方
公
務
員
に
お
け
る
長
時
間

労
働・過
重
労
働
対
策
10
の
提
言
を
ま
と

め
ま
し
た
。

　
自
治
体
の
持
続
可
能
性
は
、職
員
が
健

康
で
安
心
し
て
働
け
る
職
場
づ
く
り
に
か

か
っ
て
い
ま
す
。過
重
労
働
を
防
ぐ
こ
と

は
、単
に
職
員
の
こ
こ
ろ
と
体
の
健
康
を

守
る
だ
け
で
な
く
、行
政
サ
ー
ビ
ス
の
質

を
維
持
す
る
た
め
の
重
要
な
経
営
課
題
で

す
。健
康
を
基
盤
と
し
た
働
き
方
こ
そ
が
、

安
定
し
た
行
政
運
営
を
支
え
ま
す
。

　
今
後
は
、行
政
自
ら
が
過
重
労
働
を
生

じ
さ
せ
ず
、脳・心
臓
疾
患
、メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
不
調
、事
故
災
害
を
防
止
す
る
仕
組

み
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
た
と
え
ば
、公
共
事
業
の
発
注
段
階

か
ら
安
全
衛
生
責
任
を
明
確
に
し
、納
期

設
定
や
仕
様
書
作
成
の
段
階
で
労
働
時
間

へ
の
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と
も
も
っ
と
注

目
さ
れ
る
べ
き
で
す
。こ
れ
は
国
際
的
に

も「
リ
ス
ク
創
出
者
監
理
責
任
負
担
原
則

（responsible procurem
ent

）」と
し

て
注
目
さ
れ
て
お
り
、行
政
が
率
先
し
て

示
す
べ
き
取
り
組
み
で
す
。

　
人
を
守
る
こ
と
は
、行
政
を
守
る
こ
と

で
す
。
過
重
労
働
を
減
ら
し
、職
員
一
人

ひ
と
り
が
健
康
で
誇
り
を
持
っ
て
働
け
る

職
場
を
つ
く
る
こ
と
が
、住
民
に
対
す
る

責
任
あ
る
行
政
を
持
続
的
に
支
え
る
道
で

す
。
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表4　地方公務員における長時間労働・過重労働対策10の提言（筆者作成）

No. 提言（キーワード） 内容・解説
1 勤務時間の「見える化」 出退勤・PCログ・ICカード等による客観的勤務時間の記録を徹底

します。「自己申告」に頼らない時間管理は、過重労働の早期発見と
健康確保の第一歩となります。

2 休む権利を制度で守る 勤務間インターバル制度を導入し、少なくとも9〜11時間の休息を
確保します。「長く働く」から「しっかり休む」へ。疲労回復と安全
を制度で支えます。

3 災害・緊急対応にも“限
界”を設ける

災害・感染症・法改正/議会対応などの特例業務も、上限時間と休息
ルールを明確化します。使命感に頼らず、災害・危機管理期こそ人
を守る仕組みを整えます。

4 業種・職種に応じた対
策

教育、福祉、医療、消防、警察など、災害・対人対応・深夜勤務などの
リスクを踏まえ、それぞれの職務特性に即した過重労働・メンタル
ヘルス対策を展開します。

5 AI・デジタル活用で業
務効率化

AIによる文書自動作成や勤怠記録、チャットボットによる住民対
応など、定型業務を自動化します。人が本来すべき「創造的な仕事」
に集中できる環境を整え、業務改善は「量の削減」だけでなく「質の
再設計」をめざします。

6 職場単位の“対話”を支
えるSC活用

ストレスチェック(SC)の集団分析を参照しながら、職場ごとの課
題を「見える化」します。上司・同僚が一体となって話し合い、改善
策を共創する文化を育てます。

7 参加型の職場環境改善
（職場ドック）

職員が協働して職場環境を見直す対話型の取り組み（例：職場ドッ
ク、健康経営、OSHMS）を推進します。公務職場の良好事例から学
び、水平展開します。

8 管理職の健康配慮義務
を“実践”に

上司は勤務状況を把握し、負荷の軽減・業務再配分を行う責務を持
ちます。予見可能な過重労働を防ぐことは管理職のリーダーシッ
プの要です。

9 若手・中堅職員を守る
文化づくり

ワーク・ライフ・バランスを重視する世代の意識変化を前提に、在宅
勤務やフレックスタイム制など、多様な働き方を制度として整備し
ます。若手が安心して意見を出せる心理的安全性を確保します。

10 人を守ることは、行政
を守ること

過重労働防止は職員個人の課題ではなく、行政の社会的責任です。
データに基づき、働き方・健康・人材を一体的にマネジメントする文
化を育てます。


